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出典

速 読

戦
国
策

　

戦
国
時
代
の
縦

横
家
が
諸
国
を
遊
説
し
て
諸

侯
に
述
べ
た
策
略
を
、
国
別

に
集
め
た
書
。
周
の
安
王
か

ら
秦
の
始
皇
帝
ま
で
の
約

二
五
〇
年
間
に
わ
た
る
。
漢

の
劉

り
ゅ
う

向き
ょ
うの
編
。

漢
文
の
世
界

　
引
用

　

漢
文
の
中
で
比
喩
と
並
ん
で
多
い
の
が
引
用
で
あ
る
。
四
書
五
経
な
ど
権
威
あ
る
書
物
の
言
葉

を
引
用
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
主
張
の
裏
付
け
と
し
て
相
手
を
説
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

『
詩
経
』
に
「
王
の
領
土
で
な
い
所
は
な
い
」
と
書
い
て
あ
る
以
上
、男
の
主
張
を
認
め
な
け
れ
ば
、

周
が
天
下
の
君
主
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
周
が
天
下
の
君
主
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
男

も
周
国
の
人
だ
と
認
め
な
け
れ
ば
『
詩
経
』
の
言
葉
に
反
す
る
。『
詩
経
』
の
言
葉
に
反
す
る
な

ら
ば
、
徳
に
欠
け
る
思
い
上
が
っ
た
人
物
だ
と
言
わ
れ
る
。
実
に
巧
み
な
返
答
で
あ
る
。

問
１　

傍
線
部
の
句
形
と
、
発
言
内
容
を
確
認
す
る
。

　

傍
線
部
は
使
役
形
で
、「
君
主
が
人
に
（
命
じ
て
）
こ
れ
（
＝
捕
ら
え
ら
れ
た
人
）
に
問
わ
せ
た
」
と
い
う
こ
と
。
問
う
た
内
容
は
、
男
が

「
非
周
人
（
＝
周
の
人
で
は
な
い
）」
の
に
「
自
分
で
非
客
（
＝
他
国
の
者
で
は
な
い
）
と
言
っ
た
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
は
「
謂
」
が
述
語

で
「
非
客
」
が
男
の
発
言
し
た
内
容
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
正
解
は
エ
。

問
２　
「
故
」
ま
で
の
発
言
内
容
か
ら
、『
詩
経
』
の
言
葉
と
そ
の
後
の
発
言
を
吟
味
す
る
。

　
「
莫
レ
非
」
は
二
重
否
定
で
、
強
い
肯
定
を
表
す
。『
詩
経
』
の
言
葉
は
「
す
べ
て
王
の
領
土
で
あ
り
、
す
べ
て
王
の
臣
下
だ
」
と
い
う
も
の
。

と
い
う
こ
と
は
、
周
が
天
下
の
君
主
で
あ
る
場
合
、
す
べ
て
周
王
の
領
土
で
あ
り
、
す
べ
て
周
王
の
臣
下
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

よ
っ
て
、
正
解
は
ア
。

君主
語

使使
役

二

人Ａ

問
Ｂ一レ

之　

曰
、
↓
「
使
二
Ａ
Ｂ
一
」
Ａ
に
Ｂ
さ
せ
る

「
子主

語

非述
語
１二

周　

人
一
、
而逆

接

自述
語
２

　

謂
レ

非
レ

客
、
何疑

問　

也
。」

ア　

男
が
他「周
人
」と「
客
」が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。（
×
）

国
の
者
で
は
な
い
の
に
周
の
国
の
人
で
も
な
い
と
答
え
た
理
由
。

イ　

男
が
他男
の
発
言
は「
非
客
」で
あ
る
。（
×
）

国
の
者
に
周
の
国
の
人
で
は
な
い
と
言
っ
た
理
由
。

ウ　

男
が
他
国
の
者
で
も
な
け
れ
ば
周男
の
発
言
は「
非
客
」で
あ
る
。（
×
）

の
国
の
人
で
も
な
い
と
答
え
た
理
由
。

エ　

男
が
周「非
周
人
」「
自
謂
非
客
」が
ど
ち
ら
も
正
し
い
。（
○
）

の
国
の
人
で
は
な
い
の
に
他
国
の
者
で
は
な
い
と
答
え
た
理
由
。

▶選択肢判定チェック◀
・
普　

天　

之　

下
、
莫二

重
否
定
＝
肯
定
＝
す
べ
て
王
の
領
土

レ

非
二

王

土
一
、
率　

土　

之　

浜
、
莫二

重
否
定
＝
肯
定
＝
す
べ
て
王
の
臣
下

レ

非
二

王

臣
一
。

・
今　

周周
が
天
下
の
君
主

君
二

天

下
一
、
則↓

我自
分
は
周
の
君
主
の
臣
下

　

天　

子　

之　

臣
、
而↓　

又　

為他
国
の
者
で
あ
ろ
う
か（
い
や
違
う
）。

レ

客　

哉
。

ア　

今
は
周天
下
は
す
べ
て
王
の
領
土
だ
と
い
う『
詩
経
』の
言
葉
を
踏
ま
え
、周
王
の
国
の
者
だ
と
述
べ
て
い
る
。（
○
）

の
王
が
天
下
を
治
め
て
い
る
の
で
、
自
分
は
周
の
国
の
人
だ
と
言
え
る
か
ら
。

イ　

王「莫
非
」は
肯
定
を
意
味
す
る
。（
×
）

の
土
地
も
王
の
臣
下
も
な
く
な
っ
た
の
で
、
自「仕
え
た
い
」と
い
う
内
容
は
書
か
れ
て
い
な
い
。（
×
）

分
が
王
に
仕
え
た
い
と
考
え
た
か
ら
。

ウ　

世「一
人
し
か
い
な
い
」「
お
仕
え
し
よ
う
」と
い
う
内
容
は
書
か
れ
て
い
な
い
。（
×
）

界
に
王
は
一
人
し
か
い
な
い
の
で
、
自
分
も
お
仕
え
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
か
ら
。

エ　

周
の
王
が
天
子
で
あ
る
と
し
て
も
、
自「教
え
る
立
場
に
い
る
」と
い
う
内
容
は
書
か
れ
て
い
な
い
。（
×
）

分
は
教
え
る
立
場
に
い
る
は
ず
だ
か
ら
。

▶選択肢判定チェック◀

「
戦
国
策
」

14
古
文

漢
文
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復 習

　
　
　
　
　
　

解
答
と
現
代
語
訳

句形
Ｑ
省略
Ｑ

「
戦
国
策
」

1

Ⅰ
君

使メ
テ㆓

人ヲ
シ
テ

問ハ
㆒㆑

之ニ

曰ハ
ク、「

子　

非ズ
シ
テ

二

周　

人ニ
一、
而　

自ラ

謂フ
ハレ

非ズ
トレ

客ニ
、
何ゾ

也ト
。」

対ヘ
テ

曰ハ
ク、「

臣　

少ク
シ
テ

　

而　

誦し
よ
う
ス

レ

詩ヲ
。
詩ニ

曰ハ
ク、『

普　

天　

之　

下も
と

、Ⅱ
莫な

ク㆑

非ザ
ル
ハ

㆓

王　

土ニ
㆒、

率そ
つ

土ど　

之　

浜ひ
ん

、
莫シ

トレ

非ザ
ル
ハ

二　

王　

臣ニ
一
。』
今　

周　

君タ
レ
バ

二

天　

下ニ
一、
則チ

我ハ

天　

子　

之　

臣タ
リ、

而ル
ヲ

　

又　

為た
ラ
ンレ

客　

哉や

。
故ニ

曰ヘ
リ
ト

二

主　

人ト
一
。」
君　

乃チ

使ム
二

吏ヲ
シ
テ

出ダ
サ㆒㆑

之ヲ
。

　
　
　
　
は
　
　    

　
　      

に

　
　
　
の

　
　
　

解
答

㋐
読
み
＝
こ
た
え
て　

意
味
＝
お
答
え
し
て　
　

㋑
読
み
＝
わ
か
く
し
て　

意
味
＝
若
い
頃
か
ら

語句
Ｑ

　
　
　

君き
み

人ひ
と

を
し
て
之こ

れ

に
問と

は
し
め
て
曰い

は
く
、「
子し

周し
う

人ひ
と

に
非あ

ら

ず
し
て
、
自み

づ
か
ら
客か

く

に
非あ

ら

ず
と
謂い

ふ
は
、
何な

ん

ぞ
や
。」
と
。
対こ

た

へ
て
曰い

は
く
、「
臣し

ん

少わ
か

く
し
て
詩し

を
誦し

よ
う
す
。
詩し

に
曰い

は
く
、『
普ふ

天て
ん

の
下も

と

、
王わ

う

土ど

に
非あ

ら

ざ
る
は
莫な

く
、
率そ

つ

土ど

の
浜ひ

ん

、
王わ

う

臣し
ん

に
非あ

ら

ざ
る
は
莫な

し
。』
と
。
今い

ま

周し
う

天て
ん

下か

に
君き

み

た
れ
ば
、
則す

な
は
ち
我わ

れ

は
天て

ん

子し

の
臣し

ん

た
り
、
而し

か

る
を
又ま

た

客か
く

た
ら
ん
や
。
故ゆ

ゑ

に
主し

ゆ

人じ
ん

と
曰い

へ
り
。」
と
。
君き

み

乃す
な
はち
吏り

を
し
て
之こ

れ

を
出い

だ
さ
し
む
。

書
き
下
し
文

14
周
の
国
の
君
主
は
部
下
に
（
命
じ
て
）
こ
の
男
に
問
わ
せ
て
言
っ
た
、「
あ
な
た
は
周
の
人
で
は
な
い
の
に
、
自
分
で
他
国
の
者
で
は
な
い
と
言
っ
た
の
は
、
ど
う
し
て
か
。」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
答
え
し
て
言
っ
た
、「
私
は
若
い
頃
か
ら
『
詩
経
』
を
暗
誦
し
た
。『
詩
経
』
に
書
い
て
あ
る
、『
大
空
の
下
、
王
の
領
土
で
な
い
所
は
な
く
、

大
地
の
果
て
ま
で
、　
　
　
　
　
　
　
　
王
の
臣
下
で
な
い
者
は
い
な
い
。』
と
。
　
　
　  

今
周
が
天
下
に
お
い
て
君
主
で
あ
る
な
ら
ば
、そ
の
場
合
私
は
　
　
　
　
　
　
　
王
の

臣
下
で
あ
る
。
　
　
そあ

ろ
う
か
。（
い
や
違
う
。）

れ
な
の
に
、
さ
ら
に
ま
た
他
国
の
者
で
　
　
　
そ
こ
で
こ
の
国
の
者
だ
と
言
っ
た
の
だ
。」と
。
君
主
は
そ
こ
で
官
吏
に
こ
の
男
を（
牢
か
ら
）出
さ
せ
た
。

君
人
を
し
て
之
に
問
は
し
め
て
曰
は
く
、

王
土
に
非
ざ
る
は
莫
く
、

周

男

君（
＝
君
主
）（
人
）


